
　

こ
の
届
は
、
児
童
扶
養
手
当
及
び

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
を

８
月
以
降
も
引
き
続
き
受
け
る
要
件

を
み
た
し
て
い
る
の
か
の
確
認
、
ま
た
、

所
得
制
限
に
よ
る
そ
の
年
の
８
月
分

か
ら
翌
７
月
ま
で
の
手
当
の
支
給
額

区
分
を
決
定
す
る
も
の
で
す
。
届
出

が
な
い
と
、
８
月
以
降
の
手
当
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
か
ら
５
年

を
経
過
す
る
等
の
要
件
に
該
当
し
て

い
る
方
は
、
平
成
20
年
４
月
分
の
手

当
か
ら
一
部
支
給
停
止
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
８
月
以
降
も
７
月
以
前
と

同
様
、
児
童
扶
養
手
当
が
受
給
で
き

る
た
め
に
は
、
「
児
童
扶
養
手
当
一

部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」

（
緑
色
）
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
現
況
届
と
併
せ
て
提
出
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

【
現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類
】

・
児
童
扶
養
手
当
証
書

・
受
給
資
格
者
証

　

（
全
額
支
給
停
止
の
方
は
証
書
不
要
）

・
健
康
保
険
証
の
写
し（
対
象
者
全
員
分
）

・
養
育
費
に
関
す
る
申
立
書

　

（
平
成
21
年
中
に
受
け
取
っ
た
養
育
費
）

　

〈
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
〉

・
平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
で
阿
蘇

　

市
に
住
所
が
な
か
っ
た
場
合
は
、

　

前
住
所
地
の
市
区
町
村
長
が
発
行

　

す
る
平
成
22
年
度
所
得
証
明
書

・
年
金
証
書
の
写
し
（
ひ
と
り
親
家
庭

　

等
医
療
費
助
成
受
給
者
の
み
の
方

　

で
、
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
）

児
童
扶
養
手
当
と
は
・
・
・

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の

生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与

す
る
た
め
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

（
８
月
か
ら
父
子
家
庭
の
方
も
受
給

対
象
と
な
り
ま
す
）

支
給
要
件

１
．
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

　

児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は

　

母
、
児
童
を
父
ま
た
は
母
に
か
わ
っ

　

て
養
育
し
て
い
る
方

２
．
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童

　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

　

３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
者
、
又
は
、

　

20
歳
未
満
の
者
で
心
身
に
障
害
の

　

あ
る
者
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

　

受
給
で
き
る
程
度
の
障
害
）

（
提
出
先
）

　

健
康
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　
　
　
　
　
　
　

内
牧
支
所

　
　
　
　
　
　
　

波
野
支
所

健康福祉課　子育て支援係
　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】　  ２２－３１６７

市民環境課　戸籍年金係
　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】　  ２２－３１３５

「
児
童
扶
養
手
当
」
及
び
「
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
」
の
現
況
届
は
８
月
31
日
ま
で

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年

金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
免
除
・
猶
予
と
な
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
免
除
制
度
と
は
、

保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免

除
す
る
と
と
も
に
万
一
の
場
合

の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給

の
た
め
の
要
件
と
な
り
ま
す
。

種
類
と
し
て
は
、

・
全
額
免
除

・
一
部
免
除

　

（
３
／
４
免
除
～
１
／
４
免
除
）

・
若
年
者
（
30
歳
未
満
）
納
付

　

猶
予
制
度

が
あ
り
ま
す
。
免
除
期
間
は
７
月

か
ら
翌
年
６
月
ま
で
の
期
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
収

入
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
戸
籍

年
金
係
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　
※
20
歳
以
上
の
学
生
の
方
は
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

申
請
が
お
済
で
な
い
学
生
の
方

は
お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
・
納
付
猶
予

制
度
に
つ
い
て
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